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平成24年度 国立大学法人東京農工大学 年度計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１. 教育に関する目標を達成するための措置 

（１） 教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

1． 各授業科目の到達目標及び授業内容等をシラバスに明記する。 

2． 学科共通科目「φ型パッケージ・プログラム教育」を実施するとともに、「工学基礎実験」について教育効果の検証を行う。 

3． 授業外学習を促進する。 

4． シラバスに公開された到達目標・成績評価基準に沿った成績評価を実施する。 

5． 学部学科において学位授与のポリシーを確定し公開する。 

6． 前期・後期試験の大学入試センター試験と個別試験の配点などを検討するとともに、入試出題体制の点検・見直しを行う。 

7． 入試広報計画を作成し、それに基づき計画を実施する。 

8． 大学教育への円滑な移行を実現するための高大連携活動改善策を実施する。 

9． 2年間の英語習熟度別クラス編成の試行的実施結果に基づき英語教育の方針を定めるとともに、英語科目の実施体制の見直

しを行う。 

10． 新入生に対して、カリキュラム・ポリシーの説明を行う。 

11． プレゼンテーション、マネジメント等の能力養成の関連科目について新たなカリキュラムを策定する。 

12． 本学のインターンシップ制度のあり方に基づき、インターンシップを充実させる。 

13． シラバスで公開された到達目標・成績評価基準を調査し、妥当な成績評価になっていることを確認する。 

14． 学府において学位授与のポリシーを確定し公開する。 

15． 新入生アンケートを実施し、分析を行うことにより必要に応じてWebページを改善する。 

16． 博士前期課程（修士課程）の早期修了制度及び社会人学生受入れ制度を検証する。 

17． 海外リエゾンオフィスの活用計画と連動し、入試広報を実施する。 

（２） 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

18. 平成２３年度に引き続き、生物システム応用科学府（BASE)の改組・再編について検討する。 

19. 全学共通教育カリキュラムを効率的・効果的に実施するために、授業アンケート結果を参考に全学共通教育機構を活用す

る。 

20. 教育改善を目的とした相互研修型FDを試行実施する。 

21. 教育に関するデータベースを整備する。 

22. 早稲田大学との間に設置した共同先進健康科学専攻の円滑な運営を行う。 

23. 実施済み(完了)。 

（３） 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

24． 学生相談窓口業務のサービスを更に改善した体制を整備する。 

25． 学生相談担当者のインテーカー教育を進めるとともに、メンタルケアの充実を図り、その効果を検証する。 

26． 学生による地域活性化のための活動、ボランティア活動などの多様な課外活動を検証し、これらの活動を引き続き支援する。 

27． 実施済み(完了)。 

28． 継続的に学生への経済的支援のための奨学金制度等を実施し、新入生向けの新たな支援制度を検討する。 

29． 進路ガイダンス、キャリアデザイン講座等様々な就職・キャリア形成支援の効果を検証し、改善策をまとめる。 
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２. 研究に関する目標を達成するための措置 

（１） 研究の水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

30． 各々の研究分野で評価の高い学術雑誌への投稿を促すための取組結果について検証する。 

31． 科学研究費補助金は、平均一人１件以上申請する。また、競争的研究資金等への申請に係る支援を強化する。 

32． 大型共同研究等の創出、公募型競争的資金等獲得のための施策を実施する。 

33． 国内外の調査結果等を踏まえ、最適なベンチャー支援体制を検討・整備する。 

（２） 研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

34． 実施済み(完了)。 

35． 大学運営費によるテニュアトラック制度を適切に運用するとともに、科学技術人材育成費補助金「女性研究者養成システム改

革加速」事業を実施する。 

36． キャンパスマスタープラン及び研究設備マスタープランの見直し結果に基づき、修正・改定を行う。 

37． 研究院において外部評価受審に向けた自己点検・評価を実施する。 

38． 共同出願の実施状況等も踏まえ、知的財産の権利化の見直しを進めるとともに、大型研究プロジェクトに関して知的財産戦略

の策定に着手し、より適切な知的財産の創出、取得、管理、活用を推進する。 

39． 大学院生・ポスドクを対象としたイノベーション推進プログラムを実施する。 

40． 海外研修プログラムを実施し、教職員を海外連携機関等に派遣する。 

 

３. その他の目標を達成するための措置 

（１） 社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

41． 昨年度に策定した実施方針等に基づき、地域貢献事業を実施する。 

42． 本学ならではのフィールド（科学博物館や広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター等）を活用した公開講座を引き

続き実施する。 

43． 教育研究の成果を活用し、特に暮らしの安全に関する問題、エネルギー問題、環境問題などについて、専門的角度から講演

会を引き続き開催する。 

44． 教員や大学院生等の研究成果及び学生の社会貢献活動の成果に係る情報収集及び発信システムを構築し、部局等から最

先端の研究成果・活動成果を広く学外に紹介・報告するとともに、学長記者会見、プレスリリース、Web等による情報発信を行

う。 

45． 検討結果に基づき、子どもたちの理科への関心を高める書籍・リーフレット等を発行する。 

・ 大型共同研究等の創出、公募型競争的資金等獲得のための施策を実施する。(再掲) 

・ 国内外の調査結果等を踏まえ、最適なベンチャー支援体制を検討・整備する。(再掲) 

 

（２） 国際化に関する目標を達成するための措置 

46． 協定締結校等との交流のあり方についての実施方針に基づき、協定締結校等との交流を強化する。 

47． 短期集中国際交流プログラムを設け、協定締結校等との教員、学生交流を実施する。 

48． 学内のニーズ調査の結果に基づき、組織的な教員交換プログラムの実施について検討する。 

49． 海外リエゾンオフィスを活用した協力校の開拓・調整を行う。 

50． 重点地域を選定し、海外事務所を活用した留学フェアなどを通じた留学生のリクルート活動を行う。 

51． 国際交流・留学生受入れに関する情報をWebページで順次公開する。 



 

3 

52． 本学留学生の卒業生ネットワークのデータベース構築に着手する。 

53． 英会話研修の実施方法を改善するとともに、英語による窓口対応マニュアルを作成する。 

54． 国際関係部署以外のスタッフの国際交流業務に係る短期学内研修の実施案を作成する。 

55． 渡日・留学等に必要な各種手続きを反映した事務担当者用マニュアル（日本語版）を作成し、受入れ窓口業務を強化する。 

56． 一般学生向けの学生支援サービスに関して、留学生も活用しやすい制度を検討する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１. 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

・ 平成２３年度に引き続き、生物システム応用科学府（BASE)の改組・再編について検討する。(再掲) 

・ 早稲田大学との間に設置した共同先進健康科学専攻の円滑な運営を行う。(再掲) 

・ 実施済み(完了)。(再掲) 

・ 実施済み(完了)。(再掲) 

57． 教育研究支援組織の改革を実施する。 

58． 平成24年度の「全学採用計画（全学枠）」に基づく採用等を実施する。 

59． 教育職員の新規採用は原則公募とし、当該学科・専攻以外の教育職員が参加する選考を実施し、教育研究評議会において

選考実施状況を検証する。 

60． 部局ごとに個別の研究指導資格の審査基準を策定する。 

61． 大学運営費交付金によるテニュアトラック制度を運用し、若手研究者の定期的な業績評価等を実施する。 

62． 平成23年度に策定した「人件費管理計画（全学採用計画）」に基づく人件費管理を行うとともに、次年度の採用計画を策定す

る。 

63． 各部局において「人件費管理計画（推計）」の女性教育職員の採用目標値を考慮した採用を行うとともに、次年度の採用計画

を策定する。 

64． 平成24年度SD研修実施計画に基づき、個々の研修について企画・実施する。 

65． 教員を対象とした教育・研究・社会貢献・国際交流及び管理運営に関する年次評価及び 3年ごとの総合評価を実施する。 

66． 年次評価結果について、分布状況等の統計データを公表するとともに、これを各教員の活動の改善等に活用する。 

67． 事務職員及び技術職員を対象とした人事評価を実施する。 

68． 大学戦略本部等における検討を踏まえ、学長裁量経費に係る所要額を確保するとともに、共有スペースの管理を行う。 

 

２. 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

69． 実施済み(完了)。 

70． 学内ID情報及び属性情報の一元管理データベースシステム及び教職員ポータルの安定的運用を開始するとともに、電子ワ

ークフローシステムについて本学の業務に適した形での導入について検討する。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１. 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

・ 科学研究費補助金は、平均一人１件以上申請する。また、競争的研究資金等への申請に係る支援を強化する。(再掲) 

・ 大型共同研究等の創出、公募型競争的資金等獲得のための施策を実施する。(再掲) 
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２. 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

71． 実施済み(完了)。 

72． 省エネ・省コスト対策として、中期目標期間における年度ごとの目標値設定、省エネルギー型設備の導入計画の策定等の取

組を実施する。 

 

３. 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

73． 資金運用計画等に沿った資金運用を引き続き行う。 

74． 大学の保有する土地・建物について、利用率の低い施設等を利用計画に従い有効活用する。 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

75． 評価に係る年次スケジュール（日程表）を作成し、これに従い自己点検・評価を実施するとともに、大学機関別認証評価に対

応する。 

76． 国立大学法人評価委員会による平成23年度評価を受審する。 

77． 国立大学法人評価委員会による平成 23 年度評価の結果を踏まえ、必要に応じて改善対策等を講じる。また、評価結果及び

改善対策については、役員会等に報告し、Web上で公表する。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

・ 教員や大学院生等の研究成果及び学生の社会貢献活動の成果に係る情報収集及び発信システムを構築し、部局等から最

先端の研究成果・活動成果を広く学外に紹介・報告するとともに、学長記者会見、プレスリリース、Web 等による情報発信を行

う。(再掲) 

78． 海外共同研究や留学生の受入れに対応する、外国語のWeb ページを充実させる。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

79． 「キャンパスマスタープラン」及び「設備整備マスタープラン」に基づき整備を実施するとともに、新たに整備する施設等にお

いて共有スペースの調整を行う。 

80． 「キャンパス・アメニティ総合整備計画」を必要に応じ見直すとともに、引き続き予算状況に応じて整備を実施し、構内各所の

環境改善及びユニバーサルデザイン化を実施する。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

81． 近隣自治体と連携して感染症対策を実施するとともに学生及び教職員に対策を周知する。 

82． 安全管理意識の向上のために、毒物・劇物等の取扱に係る基礎的な講習会を実施するとともに、受講率の向上を図る。 

83． 震災時対応マニュアルの見直しを必要に応じて実施するとともに、地震対応訓練を実施する。 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

84． 教職員を対象とした内部統制に係る研修会を開催する。 

85． 高いセキュリティと本学に適した運用及び保守が容易な業務用 PC システムの導入を開始し、安定的な運用に向けての検証

と問題解決を行う。 



 

5 

４ 情報システムの整備充実と運用改善に関する目標を達成するための措置 

86． 図書館の基盤システムの運用を開始する。 

87． 遠隔講義システムの活用を効果的に支援するための体制作りに着手する。 

・ 高いセキュリティと本学に適した運用及び保守が容易な業務用 PC システムの導入を開始し、安定的な運用に向けての検証

と問題解決を行う。(再掲) 

・ 学内 ID情報及び属性情報の一元管理データベースシステム及び教職員ポータルの安定的運用を開始するとともに、電子ワ

ークフローシステムについて本学の業務に適した形での導入について検討する。(再掲) 

88． 仮想化技術によるアプリケーションサーバの統合化を段階的に進めるための検討を行うとともに、BCPの観点から、クラウド化

などに向けた検討を行う。 

 

 

Ⅵ 予算（人件費の見積もり含む。）、収支計画及び資金計画 

  別紙参照 

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額   １７億円 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想定される。 

 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画 

  重要な財産を譲渡する計画はなし。 

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善等に充てる。 

 

 

Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

                                              （単位 百万円） 
施設・設備の内容 予定額 財源 

・学生支援センター改修 
・総合研究棟改修（農学系） 
・高度画像診断遠隔教育システム 
・小規模改修 

総額  
６５８ 

施設整備費補助金（６２２百万円） 
国立大学財務･経営センター施設費交付金 （３６百万

円） 

注） 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合い等を勘案した 

施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

２ 人事に関する計画 

［優れた人材の確保・育成のため、適切な人事制度を構築・活用に関する措置］  

○教育力、研究力向上のため、全学的措置としての教職員配置を行うための具体的措置 

・ 平成24年度の「全学採用計画（全学枠）」に基づく採用等を実施する。 

・ 平成23年度に策定した「人件費管理計画（全学採用計画）」に基づく人件費管理を行うとともに、次年度の採用計画を策定す

る。 

○若手研究者を育成する方策を推進するための具体的措置 

・ 大型共同研究等の創出、公募型競争的資金等獲得のための施策を実施する。 

・ 大学運営費交付金によるテニュアトラック制度を運用し、若手研究者の定期的な業績評価等を実施する。 

○女性教育職員の採用を促進するための具体的措置 
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・ 大学運営費によるテニュアトラック制度を適切に運用するとともに、科学技術人材育成費補助金「女性研究者養成システム改

革加速」事業を実施する。 

・ 各部局において「人件費管理計画（推計）」の女性教育職員の採用目標値を考慮した採用を行うとともに、次年度の採用計画

を策定する。 

○教育職員の活動評価を実施し、評価結果を活用するための具体的措置 

・ 教員を対象とした教育・研究・社会貢献・国際交流及び管理運営に関する年次評価及び 3年ごとの総合評価を実施する。 

・ 年次評価結果について、分布状況等の統計データを公表するとともに、これを各教員の活動の改善等に活用する。 

○事務職員の資質及び業務能率の向上を図るための具体的措置 

・ 平成24年度SD研修実施計画に基づき、個々の研修について企画・実施する。 

・ 事務職員及び技術職員を対象とした人事評価を実施する。 

 

 （参考１） 平成24年度の常勤職員数             ５４９人 (役員を除く) 

        また、任期付き職員数の見込みを５８人  (外数) とする。 

 （参考２） 平成24年度の人件費総額見込み     ６,６９６百万円(退職手当は除く) 
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画 

１．予 算  

 

平成24年度予算 

                                         （単位：百万円）    

区 分 金 額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

船舶建造費補助金 

施設整備資金貸付金償還時補助金 

補助金等収入 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 

自己収入 

授業料、入学金及び検定料収入 

附属病院収入 

財産処分収入 

雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

引当金取崩 

長期借入金収入 

貸付回収金 

承継剰余金 

目的積立金取崩 

 

計 

 

７，１８３ 

６２２ 

０ 

０ 

４９７ 

３６ 

３，９０９ 

３，４０３ 

０ 

０ 

５０６ 

２，０７６ 

６ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

１４，３２９ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

施設整備費 

船舶建造費 

補助金等 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

貸付金 

長期借入金償還金 

国立大学財務・経営センター施設費納付金 

 

             計 

 

１１，０２７ 

１１，０２７ 

０ 

６５８ 

０ 

４９７ 

２，０７６ 

０ 

７１ 

０ 

 

１４，３２９ 

※ 「運営費交付金」のうち、平成24年度当初予算額６,３６１百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額８２２百万円。 

※ 「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額０百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額６２２百万円。 

 

［人件費の見積り］ 

期間中総額６,６９６百万円を支出する。（退職手当は除く） 
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２．収支計画  

 

平成24年度収支計画 

                                        （単位：百万円）   

区 分 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

受託研究経費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

附属病院収益 

受託研究等収益 

補助金等収益 

寄附金収益 

財務収益 

雑益 

資産見返運営費交付金等戻入 

資産見返補助金等戻入 

資産見返寄附金戻入 

資産見返物品受贈額戻入 

臨時利益 

 

 

純利益 

目的積立金取崩益 

総利益 

 

１３，５３６ 

１１，５５８ 

３，１９６ 

０ 

１，１３０ 

９５ 

５，４３６ 

１，７０１ 

７７１ 

１６ 

０ 

１，１９１ 

０ 

 

 

 

１３，５９５ 

６，４４１ 

２，８４４ 

４８９ 

１１９ 

０ 

１，５６２ 

２８１ 

２２０ 

１２ 

７８０ 

２７４ 

２１２ 

３５７ 

４ 

０ 

 

 

５９ 

０ 

５９ 
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３．資金計画  

 

平成24年度資金計画 

                                        （単位：百万円）    

区 分 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

授業料・入学金及び検定料による収入 

附属病院収入 

受託研究等収入 

補助金等収入 

寄附金収入 

その他収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

 

１６，０３３ 

１２，４８９ 

１，３２９ 

２２７ 

１，９８８ 

 

 

１６，０３３ 

１２，８３１ 

６，３６１ 

３，４０３ 

０ 

１，５６２ 

４９７ 

２４１ 

７６７ 

６７０ 

６５８ 

１２ 

０ 

２，５３２ 
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別表 （学部の学科、学府の専攻等） 
 

農学部 

 

 

 

 

 

工学部                           

 

生物生産学科 ２２８人 

応用生物科学科 ２８４人 

環境資源科学科 ２４４人 

地域生態ｼｽﾃﾑ学科 ３０４人 

共同獣医学科 ２１０人 

                  （うち獣医師養成に係る分野  ２１０人） 
 

生命工学科 ３０８人 （ほかに３年次編入 ２２人） 

応用分子化学科 １８４人 （ほかに３年次編入 １０人） 

有機材料化学科 １６４人 （ほかに３年次編入 １０人） 

化学ｼｽﾃﾑ工学科 １４０人 （ほかに３年次編入 １０人） 

機械ｼｽﾃﾑ工学科 ４６４人 （ほかに３年次編入 ３２人） 

物理ｼｽﾃﾑ工学科 ２２４人 

電気電子工学科 ３５２人 （ほかに３年次編入 ４０人） 

情報工学科 ２４８人 （ほかに３年次編入 １６人） 
 

 

工学府 

（博士前期・後期課程・専門職学位課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農学府（修士課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物ｼｽﾃﾑ応用科学府 

（博士前期課程・後期課程） 

 

生命工学専攻 １５８人 

              うち博士前期課程 １１６人 

                博士後期課程   ４２人 

応用化学専攻 １９８人 

              うち博士前期課程 １５６人 

                博士後期課程   ４２人 

機械ｼｽﾃﾑ工学専攻 １７９人 

              うち博士前期課程 １４０人 

                博士後期課程   ３９人 

電子情報工学専攻 ５７人（博士後期課程） 

物理ｼｽﾃﾑ工学専攻 ５２人（博士前期課程） 

電気電子工学専攻 １３２人（博士前期課程） 

情報工学専攻 ８４人（博士前期課程） 

産業技術専攻 ８０人（専門職学位課程） 

 

生物生産科学専攻 ５４人  

共生持続社会学専攻 ２４人  

応用生命化学専攻 ６０人  

生物制御科学専攻 ４０人  

環境資源物質科学専攻 ２２人  

物質循環環境科学専攻 ３４人  

自然環境保全学専攻 ３８人  

農業環境工学専攻 ２０人  

国際環境農学専攻 ５６人  
 

生物ｼｽﾃﾑ応用科学専攻 ２０４人 

              うち博士前期課程 １３８人 

                博士後期課程   ６６人 

共同先進健康科学専攻 １８人（博士後期課程） 
 

 

連合農学研究科（博士課程） 
 

生物生産科学専攻 ４５人 

応用生命科学専攻 ３０人 

環境資源共生科学専攻 ２７人 

農業環境工学専攻 １２人 

農林共生社会科学専攻 １６人 
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